
情報掲示板Information
　このコーナーは、各事業所の広告を掲載
し、地域活性化と市民の皆さんへの情報提
供を目的としたものです。
　また、市の自主財源の確保の一環として
行われるものです。

【広告の申し込み・問い合わせ先】
㈱綜合印刷 ☎ 0994-43-2093

　

　

７月・８月の休日当番医

◇肝属東部医師会　診療時間　午前９時～午後５時

◇鹿屋市歯科医師会　診療時間　午前９時～午後３時

※休日救急当番医及び歯科休日急患在宅医は、変更になるこ
とがあります。各医療機関にご確認のうえ、受診してくだ
さい。

月　日 医療機関 住　所 電話（0994）

７月 13 日
前田内科 本町 42-2175
よしどめ整形外科 川西町 31-1700

20 日
おひさまこどもクリニック 新川町 42-7822
小林クリニック 上谷町 41-0700

21 日
渡辺内科 川西町 43-2282
徳田脳神経外科病院 打馬１丁目 44-1119

27 日
立元小児科内科 寿４丁目 43-6248
検見崎病院 西原１丁目 43-2991

８月  ３日
こだま小児科 笠之原町 41-5111
かのや東病院 笠之原町 42-3111

10 日
えとう小児科 札元２丁目 40-3700
大隅鹿屋病院 新川町 40-1111

17 日
中塩医院 西原１丁目 43-2489
はるしま整形外科クリニック 旭原町 41-2211

◇ 鹿屋市医師会　診療時間　午前８時30分～午後６時

…内科　　 …外科

月　日 医療機関 住　所 電話（0994）

７月 13 日
入佐内科 吾平町麓 58-7006
黎明脳神経外科医院 串良町上小原 63-7878

20 日
高山胃腸科外科 肝付町前田 65-7171
岩重医院 東串良町川東 63-8514

27 日
春陽会中央病院 肝付町新富 65-1170
園田医院 串良町細山田 62-2888

８月 ３日
市来医院 吾平町上名 58-6037
新中須医院 東串良町池之原 63-2010

10 日
山内クリニック 肝付町前田 65-8181
田中医院 串良町岡崎 63-2045

17 日
上園醫院 肝付町前田 65-0921
宮地胃腸科外科 串良町岡崎 63-5040

月　日 医療機関 住　所 電話（0994）

７月 13 日 池田病院歯科 下祓川町 43-6468
20 日 おおやま歯科クリニック 寿４丁目 43-3210
21 日 西の原歯科 打馬１丁目 40-4180
27 日 上村歯科医院 田崎町 44-6077

８月 ３日 クリス歯科 白崎町 41-3931
10 日 検見崎歯科医院 北田町 43-2006
14 日 近藤歯科医院 西原４丁目 44-5373
15 日 さかもと歯科クリニック 寿８丁目 44-2003
17 日 重久歯科医院 向江町 42-4470

■テレホンガイドかのや　☎ 0994-42-4000
　（平日）イベント等を案内
　（休日）休日救急当番医及び歯科休日急患在宅医を案内
■大隅肝属地区消防組合テレホンサービス　☎ 0994-43-0119
　（平日）午後 5 時から夜間救急当番医を案内
　　　　 ※ただし、夜間発生時は一時火災情報に変わります。
　（休日）休日救急当番医及び歯科休日急患在宅医を案内

意見公募（パブリックコメント）の
お知らせ

７月・８月の歯科休日在宅医

　市では、重要な計画や条例の策定にあたって市民の皆
さんから意見を聴く、意見公募手続制度を設けています。
　この制度に基づき、今回次の２つの計画案に対する意
見を募集します。

【問い合わせ先・提出先】
〒 893-8501　鹿屋市共栄町 20 番 1 号　
市教育総務課（行財政改革推進本部・５階）
☎ 0994-31-1153　FAX  0994-40-3020
Ｅメール　gyoukaku@e-kanoya.net

「鹿屋市学校規模適正化（学校再編）基本
方針（案）」

●計画案の目的
　　長期的・全市的な観点から学校規模の適正化を図
り、併せて教育の充実や学校の活性化が図られるよ
う教育環境を整備するため、市の基本的な考え方を
整理したもの。
●閲覧場所
　　市ホームページ、市教育総務課（行財政改革推進
本部）、情報公開室、各総合支所教育課、各出張所、
各サービスコーナー
●提出方法
　　市教育総務課（行財政改革推進本部）に、直接持参、
郵送、FAX又は Eメールで提出してください。意見
提出用紙は、市ホームページ、及び閲覧場所にあり
ます。
●意見公募期間
　７月 14日（月）～８月 13日（水）

　「鹿屋市福祉施設民営化実施計画（案）」

●計画案の目的
　　効率的な施設運営と更なるサービス向上などを目
　的とした福祉施設（保育所・養護老人ホーム）の民
　営化の推進について、市の基本的な考え方を整理し
　たもの。
●閲覧場所
　　市ホームページ、市福祉政策課、情報公開室、各
総合支所市民生活課、各出張所、各サービスコーナー
●提出方法
　　市福祉政策課に、直接持参、郵送、FAX又は Eメー
ルで提出してください。意見提出用紙は、市ホーム
ページ及び閲覧場所にあります。
●意見公募期間
　７月 14日（月）～８月 13日（水）

【問い合わせ先・提出先】
〒 893-8501　鹿屋市共栄町 20 番 1 号　
市福祉政策課　（１階⑲番窓口）
☎ 0994-31-1113　FAX  0994-44-2494
Ｅメール　hukushi@e-kanoya.net

※休日当番医の診療は、急病に対する応急処置ですので、翌
日はかかりつけの医師などの診療を受けてください。

　原則として、投薬期間は通常 1 日分とします。
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